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         入 札 公 告 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 す 。  

令 和 ７ 年 ８ 月 29 日 

     支 出 負 担 行 為 担 当 官 

中 国 四 国 防 衛 局 長  深 和  岳 人 

◎ 調 達 機 関 番 号  010  ◎ 所 在 地 番 号  34 

〇 第 1 号 

１  事 業 概 要 

（ １ ） 品 目 分 類 番 号  41 、 42 

（ ２ ） 事 業 名  海 上 自 衛 隊 呉 地 方 総 監 部 新 青 山

南 宿 舎 （ 仮 称 ） 整 備 事 業 及 び 新 青 山 中 央 宿 舎

（ 仮 称 ） 整 備 事 業 

（ ３ ） 事 業 場 所  広 島 県 呉 市 青 山 町 10 番 54 号 、

広 島 県 呉 市 青 山 町 9 番 

（ ４ ） 事 業 内 容  PFI 方 式 に よ る 公 務 員 宿 舎 の

設 計 、 建 設 及 び 維 持 管 理 事 業 

（ ５ ） 事 業 期 間  契 約 締 結 日 か ら 令 和 17 年 ３ 月
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31 日 ま で 

（ ６ ） 本 事 業 は 、 賃 上 げ を 実 施 す る 企 業 に 対 し

て 総 合 評 価 に お け る 加 点 を 行 う 対 象 事 業 で あ

る 。  

２  入 札 参 加 資 格 

（ １ ） 入 札 参 加 者 の 構 成 等 

１ ） 入 札 参 加 者 は 、 複 数 の 企 業 で 構 成 さ れ る

グ ル ー プ と す る 。  

２ ） 入 札 参 加 者 は 、 自 ら を 構 成 す る 企 業 （ 以

下 「 構 成 員 」 と い う 。） が 本 事 業 の 遂 行 上 果

た す 役 割 を 明 ら か に す る こ と 。  

３ ） 入 札 参 加 者 は 、 契 約 締 結 ま で に 本 事 業 を

行 う た め の 特 別 目 的 会 社 と し て 会 社 法 （ 平

成 17 年 法 律 第 86 号 ） に 定 め る 株 式 会 社 を 設

立 す る こ と 。  

４ ） 構 成 員 に つ い て は 、 事 業 開 始 後 、 特 別 目

的 会 社 に 出 資 す る こ と を 予 定 し て い る 企 業

（ 以 下 「 構 成 企 業 」 と い う 。）又 は 出 資 は し

な い が 特 別 目 的 会 社 か ら 直 接 業 務 を 受 託 若

し く は 請 負 う こ と を 予 定 し て い る 企 業 （ 以
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下 「 協 力 企 業 」 と い う 。） の い ず れ で あ る か

を 、 入 札 参 加 表 明 書 等 に 明 記 す る こ と 。  

５ ） 入 札 参 加 者 は 、 構 成 企 業 か ら 、 代 表 と な

る 企 業 （ 以 下 「 代 表 企 業 」 と い う 。） を 定 め 、

当 該 代 表 企 業 が 入 札 手 続 き を 行 う こ と 。  

（ ２ ） 入 札 参 加 者 の 入 札 参 加 要 件 

入 札 参 加 者 の 構 成 員 は 、 以 下 の 要 件 を 満 た

す こ と 。  

１ ） 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭 和 22 年 勅 令 第

165 号 。 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。）第 70 条

及 び 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ

と 。  

２ ） 会 社 更 生 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 154 号 ） に

基 づ き 更 生 手 続 き 開 始 の 申 立 て が な さ れ て

い る 者 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 11 年 法 律 第

225 号 ） に 基 づ き 再 生 手 続 き 開 始 の 申 立 て

が な さ れ て い る 者 に つ い て は 、 手 続 開 始 の

決 定 後 、 再 度 級 別 の 格 付 を 受 け て い る こ

と 。  

３ ） 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 及 び 競 争 参 加 資
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格 確 認 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の 時 点 ま で

に 、 中 国 四 国 防 衛 局 長 か ら 工 事 請 負 契 約 等

に 係 る 指 名 停 止 等 の 措 置 要 領 に つ い て （ 防

整 施 （ 事 ） 第 150 号 。 28. ３ .31 ） に 基 づ

く 指 名 停 止 等 を 受 け て い な い こ と 。  

４ ） 本 事 業 に 係 る 導 入 可 能 性 調 査 及 び ア ド バ

イ ザ リ ー 業 務 を 受 注 し た パ シ フ ィ ッ ク コ ン

サ ル タ ン ツ 株 式 会 社 、 日 比 谷 パ ー ク 法 律 事

務 所 又 は こ れ ら の 者 と 資 本 面 若 し く は 人 事

面 に お い て 関 連 が あ る 者 で な い こ と 。  

５ ） 入 札 参 加 者 の 構 成 員 の い ず れ か が 、 他 の

入 札 参 加 者 の 構 成 員 と し て 参 加 し て い な い

こ と 。  

６ ） 事 業 者 選 定 委 員 会 の 委 員 が 属 す る 企 業 又

は そ の 企 業 と 資 本 面 若 し く は 人 事 面 に お い

て 関 連 が あ る 者 で な い こ と 。  

７ ） Ｐ Ｆ Ｉ 法 第 ９ 条 各 号 に 示 さ れ る 欠 格 事 由

に 該 当 す る 者 で な い こ と 。  

（ ３ ） 入 札 参 加 者 の 資 格 等 要 件 

入 札 参 加 者 の 構 成 員 の う ち 、 設 計 、 工 事 監
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理 、 建 設 （ 解 体 含 む。）及 び 維 持 管 理 の 各 業 務

に 当 た る 者 は 、 １ ） の 要 件 及 び 業 務 に 対 応 し

て ２ ） か ら ５ ） ま で に 定 め る 要 件 を 満 た す こ

と 。  

な お 、 ２ ）、 ３ ）、 ４ ） 及 び ５ ） の う ち 、 複 数

の 要 件 を 満 た す 者 は 、 当 該 複 数 の 業 務 を 実 施

す る こ と を 妨 げ な い が 、 建 設 と 工 事 監 理 業 務

を 同 一 の 企 業 が 兼 ね る こ と は 出 来 な い 。  

ま た 、 建 設 を 行 う 者 と 資 本 面 若 し く は 人 事

面 に お い て 関 連 が あ る 者 は 、 工 事 監 理 業 務 を

行 う こ と が で き な い 。  

１ ） 共 通 事 項 

中 国 四 国 防 衛 局 の 支 出 負 担 行 為 担 当 官 又

は 契 約 担 当 官 と 締 結 し た 契 約 に 関 し 、 中 国

四 国 防 衛 局 が 行 う 入 札 又 は 契 約 等 の 業 務 に

関 し て 、 不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 を し 、 契 約

の 相 手 方 と し て 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る

者 で な い こ と 。  

２ ） 設 計 に 当 た る 者 は 次 の 要 件 を 満 た す こ

と 。  
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① 防 衛 省 に お け る 令 和 ７ ・ ８ 年 度 一 般 競 争

（ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 （ 以 下 「 防 衛 省 競 争

参 加 資 格 」 と い う 。） の う ち 、 測 量 ・ 建 設 コ

ン サ ル タ ン ト 等 業 務 に お い て 「 建 築 」 に あ

っ て は 「 Ａ 」 の 格 付 を 受 け 、 「 土 木」、 「 電

気」、 「 機 械 」 又 は 「 通 信 」 に あ っ て は 「 Ａ 」

又 は 「 Ｂ 」 の 格 付 け を 受 け 、 中 国 四 国 防 衛

局 に 競 争 参 加 を 希 望 し て い る こ と 。  

な お 、 複 数 の 者 が 分 担 し て 業 務 を 行 う 場

合 に は 、 「 建 築 」 を 担 当 す る 者 に あ っ て は

「 Ａ 」 の 格 付 を 受 け 、 「 土 木」、 「 電 気」、

「 機 械 」 又 は 「 通 信 」 に あ っ て は 「 Ａ 」 又

は 「 Ｂ 」 の 格 付 を 受 け て い る こ と 。  

② 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 か ら 入 札 公 告 日 ま で に

完 了 又 は 引 渡 し が 完 了 し た 国 内 に お け る 業

務 の う ち 、 元 請 け 、 防 衛 省 発 注 の 設 計 業 務

に お け る 総 合 発 注 業 務 （ 建 築 、 土 木 、 電 気 、

機 械 及 び 通 信 の ５ 職 種 の う ち 複 数 の 職 種 の

業 務 を 一 括 で 発 注 し た 業 務 を い う 。）又 は 標

準 図 等 活 用 発 注 方 式 の 工 事 に お け る 業 務 の
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再 委 託 と し て 、 次 に 示 す 業 務 の 実 績 を 有 す

る こ と 。  

・ 鉄 骨 造 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 鉄 骨 鉄

筋 コ ン ク リ ー ト 造 で 、 延 床 面 積 3,900 ㎡ 以 上

（ １ 棟 当 た り ） の 新 設 建 築 工 事 に 係 る 実 施

設 計 業 務 を 履 行 し た 実 績 を 有 す る こ と 。  

・ 複 数 の 者 が 分 担 し て 業 務 を 行 う 場 合 の 電

気 、 機 械 及 び 通 信 は 、 鉄 骨 造 、 鉄 筋 コ ン ク

リ ー ト 造 又 は 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 で 、

新 設 工 事 に 係 る 実 施 設 計 業 務 を 履 行 し た 実

績 を 有 す る こ と 。 土 木 は 、 土 木 工 事 に 係 る

実 施 設 計 業 務 を 履 行 し た 実 績 を 有 す る こ と 。

た だ し 、 業 務 成 績 の 評 定 点 が 65 点 未 満 の も

の を 除 く こ と 。  

な お 、 業 務 成 績 の な い 業 務 に つ い て は 、 検

査 に 合 格 し て い る 又 は 業 務 が 完 了 し て い る

証 明 を も っ て 65 点 以 上 の 業 務 と み な す も の

と す る 。  

③ 建 築 士 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 202 号 ） 第 23

条 の 規 定 に 基 づ く 一 級 建 築 士 事 務 所 登 録 を
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有 す る こ と 。  

④ 設 計 に 当 た る 企 業 の い ず れ か と 直 接 的 か

つ 恒 常 的 に 雇 用 関 係 が あ り 、 建 築 士 法 第 ２

条 ２ 項 に 規 定 す る 一 級 建 築 士 で あ る 管 理 技

術 者 を 配 置 で き る こ と 。 配 置 期 間 は 、 設 計

業 務 が 完 了 す る ま で と し 、 次 の 経 験 を 有 し

て い る こ と 。  

（ ｱ ） 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 か ら 入 札 公 告 日

ま で に 完 了 又 は 引 渡 し が 完 了 し た 業 務 の

う ち 、 元 請 け 、 総 合 発 注 業 務 又 は 標 準 図

等 活 用 発 注 方 式 の 工 事 に お け る 業 務 の 再

委 託 と し て 、 鉄 骨 造 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト

造 又 は 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 で 、 新 設

建 築 工 事 に 係 る 実 施 設 計 業 務 を 履 行 し た

経 験 を 有 す る こ と 。 た だ し 、 業 務 成 績 の

評 定 点 が 65 点 未 満 の も の を 除 く こ と 。  

な お 、 業 務 成 績 の な い 業 務 に つ い て は 、

検 査 に 合 格 し て い る 又 は 業 務 が 完 了 し て

い る 証 明 を も っ て 65 点 以 上 の 業 務 と み な

す も の と す る 。  
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３ ） 工 事 監 理 に 当 た る 者 は 、 次 の 要 件 を 満 た

す こ と 。  

① 防 衛 省 競 争 参 加 資 格 の う ち 、 測 量 ・ 建 設

コ ン サ ル タ ン ト 等 業 務 に お い て 「 建 築 」 に

あ っ て は 「 Ａ 」 の 格 付 を 受 け 、 「 土 木」、

「 電 気」、 「 機 械 」 又 は 「 通 信 」 に あ っ て は

「 Ａ 」 又 は 「 Ｂ 」 の 格 付 を 受 け て 、 中 国 四

国 防 衛 局 に 競 争 参 加 を 希 望 し て い る こ と 。  

な お 、 複 数 の 者 が 分 担 し て 業 務 を 行 う 場 合

に は 、 「 建 築 」 を 担 当 す る 者 に あ っ て は

「 Ａ 」 の 格 付 を 受 け 、 「 土 木」、 「 電 気」、

「 機 械 」 又 は 「 通 信 」 に あ っ て は 「 Ａ 」 又

は 「 Ｂ 」 の 格 付 を 受 け て い る こ と 。  

② 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 か ら 入 札 公 告 日 ま で に

完 了 又 は 引 渡 し が 完 了 し た 国 内 に お け る 業

務 の う ち 、 元 請 け と し て 、 次 の 実 績 を 有 す

る こ と 。  

・ 鉄 骨 造 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 鉄 骨 鉄

筋 コ ン ク リ ー ト 造 で 、 延 床 面 積 3,900 ㎡ 以 上

（ １ 棟 当 た り ） の 新 設 建 築 工 事 に 係 る 工 事
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監 理 業 務 又 は 実 施 設 計 業 務 を 履 行 し た 実 績

を 有 す る こ と 。  

・ 複 数 の 者 が 分 担 し て 業 務 を 行 う 場 合 の 電

気 、 機 械 及 び 通 信 は 、 鉄 骨 造 、 鉄 筋 コ ン ク

リ ー ト 造 又 は 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 で 、

新 設 工 事 に 係 る 工 事 監 理 業 務 又 は 実 施 設 計

業 務 を 履 行 し た 実 績 を 有 す る こ と 。 土 木 は 、

土 木 工 事 に 係 る 工 事 監 理 業 務 又 は 実 施 設 計

業 務 を 履 行 し た 実 績 を 有 す る こ と 。 た だ し 、

業 務 成 績 の 評 定 点 が 65 点 未 満 の も の を 除 く

こ と 。  

な お 、 業 務 成 績 の な い 業 務 に つ い て は 、 検

査 に 合 格 し て い る 又 は 業 務 が 完 了 し て い る

証 明 を も っ て 65 点 以 上 の 業 務 と み な す も の

と す る 。  

③ 建 築 士 法 第 23 条 の 規 定 に 基 づ く 一 級 建 築

士 事 務 所 登 録 を 有 す る こ と 。  

④ 工 事 監 理 に 当 た る 企 業 の い ず れ か と 直 接

的 か つ 恒 常 的 に 雇 用 関 係 が あ り 、 建 築 士 法

第 ２ 条 ２ 項 に 規 定 す る 一 級 建 築 士 で あ る 管



11 
 

理 技 術 者 を 配 置 で き る こ と 。 配 置 期 間 は 、

工 事 が 完 了 す る ま で と し 、 次 の 経 験 を 有 し

て い る こ と 。  

（ ｱ ） 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 か ら 入 札 公 告 日

ま で に 完 了 又 は 引 渡 し が 完 了 し た 業 務 の

う ち 、 元 請 け と し て 、 鉄 骨 造 、 鉄 筋 コ ン

ク リ ー ト 造 又 は 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造

で 、 新 設 建 築 工 事 に 係 る 工 事 監 理 業 務 又

は 実 施 設 計 業 務 を 履 行 し た 経 験 を 有 す る

こ と 。 た だ し 、 業 務 成 績 の 評 定 点 が 65 点

未 満 の も の を 除 く こ と 。  

な お 、 業 務 成 績 の な い 業 務 に つ い て は 、

検 査 に 合 格 し て い る 又 は 業 務 が 完 了 し て

い る 証 明 を も っ て 65 点 以 上 の 業 務 と み な

す も の と す る 。  

（ ｲ ） 実 務 経 験 と し て 、 次 の 経 験 の い ず

れ か を 有 し て い る こ と 。  

・ 大 学 卒 業 後 13 年 以 上 、 短 大 ・ 高 専 卒 業

後 18 年 以 上 又 は 高 校 卒 業 後 23 年 以 上 の 実

務 経 験 。  
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・ 公 共 建 築 工 事 標 準 仕 様 書 （ 建 築 工 事 編 ）

（ 省 庁 統 一 基 準 ） 又 は そ れ に 準 ず る 仕 様

書 を 適 用 し た 工 事 監 理 を 実 施 し た 経 験 。  

※ 実 務 経 験 と は 、 官 公 庁 若 し く は 民 間 発

注 で の 建 築 工 事 の 設 計 若 し く は 監 理 、 又

は 発 注 者 と し て 従 事 し た 建 築 工 事 の 設 計 、

積 算 若 し く は 工 事 監 督 等 を い う 。  

４ ） 建 設 に 当 た る 者 は 次 の 要 件 を 満 た す こ

と 。  

① 防 衛 省 競 争 参 加 資 格 の う ち 、 「 建 築 一 式

工 事」、 「 土 木 一 式 工 事」、 「 電 気 工 事」、 「 管

工 事 」 及 び 「 電 気 通 信 工 事 」 に お い て 級 別

の 格 付 を 受 け 、 中 国 四 国 防 衛 局 に 競 争 参 加

を 希 望 し て お り 、 か つ 、 そ れ ぞ れ の 工 事 種

別 に つ い て 、 経 営 事 項 評 価 数 値 （ 資 格 審 査

結 果 通 知 書 の 記 ３ の 経 営 事 項 評 価 数 値 の 点

数 ） が 、 以 下 に 示 し た 点 以 上 あ る 者 で あ る

こ と 。  

工 事 種 別    経 営 事 項 評 価 数 値 

建 築 一 式 工 事     1,200 点 
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土 木 一 式 工 事   990 点 

電 気 工 事       870 点 

管 工 事        870 点 

電 気 通 信 工 事     870 点 

な お 、 複 数 の 者 が 分 担 し て 業 務 を 行 う 場

合 に は 、 そ れ ぞ れ の 者 が 、 防 衛 省 競 争 参 加

資 格 の 分 担 す る 業 務 （「 建 築 一 式 工 事」、 「 土

木 一 式 工 事」、 「 電 気 工 事」、 「 管 工 事 」 又 は

「 電 気 通 信 工 事 」） に 係 る 経 営 事 項 評 価 数 値

（ 資 格 審 査 結 果 通 知 書 の 記 ３ の 経 営 事 項 評

価 数 値 の 点 数 ） の 点 数 が 、 上 述 の 点 数 以 上

で あ る こ と 。  

② 提 案 内 容 に 対 応 す る 建 設 業 法 （ 昭 和 24 年

法 律 第 100 号 ） の 許 可 業 種 に つ き 許 可 を 有

し て 営 業 年 数 が ５ 年 以 上 あ る 者 で あ る こ

と 。  

③ 提 案 内 容 に 対 応 す る 建 設 業 法 の 許 可 業 種

に 係 る 監 理 技 術 者 又 は 国 家 資 格 を 有 す る 主

任 技 術 者 を 工 事 現 場 に 専 任 で 配 置 す る こ と

が で き る 者 で あ る こ と 。  
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④ 平 成 22 年 ４ 月 １ 日 か ら 入 札 公 告 日 ま で に

完 成 又 は 引 渡 し が 完 了 し た 国 内 に お け る 工

事 の う ち 、 元 請 け 又 は 防 衛 省 発 注 の 総 合 発

注 工 事 （ 建 築 、 土 木 、 電 気 、 機 械 及 び 通 信

工 事 の ５ 職 種 の う ち 複 数 の 職 種 の 工 事 を 一

括 で 発 注 し た 工 事 を い う 。） の 一 次 下 請 と し

て 、 次 の 実 績 を 有 す る こ と 。  

・ 鉄 骨 造 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 又 は 鉄 骨 鉄

筋 コ ン ク リ ー ト 造 で 、 延 床 面 積 3,900 ㎡ 以 上

（ １ 棟 当 た り ） の 新 設 建 築 工 事 の 実 績 を 有

す る こ と 。  

・ 複 数 の 者 が 分 担 し て 工 事 を 行 う 場 合 の 電

気 、 機 械 及 び 通 信 工 事 は 、 鉄 骨 造 、 鉄 筋 コ

ン ク リ ー ト 造 又 は 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造

で 、 新 設 工 事 に 係 る 工 事 を 履 行 し た 実 績 を

有 す る こ と 。 土 木 は 、 土 木 工 事 に 係 る 工 事

を 履 行 し た 実 績 を 有 す る こ と 。 た だ し 、 工

事 成 績 の 評 定 点 が 65 点 未 満 の も の を 除 く こ

と 。  

⑤ 下 記 の 条 件 を す べ て 満 た す 建 設 業 法 第 26
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条 に 定 め る 監 理 技 術 者 を 専 任 で 配 置 で き る

こ と 。  

（ ｱ ） 建 設 に 当 た る 企 業 の い ず れ か と 直

接 的 か つ 恒 常 的 に 雇 用 関 係 が あ る 者 。  

（ ｲ ） １ 級 建 築 施 工 管 理 技 士 ま た は こ れ

と 同 等 以 上 の 資 格 を 有 す る 者 ※ 。  

（ ｳ ） 建 築 工 事 業 に 係 る 監 理 技 術 者 資 格

者 証 及 び 監 理 技 術 者 講 習 終 了 証 を 有 す る

者 。  

⑥ 配 置 期 間 は 、 工 事 が 完 了 す る ま で と し 、

次 の 経 験 を 有 し て い る こ と 。  

（ ｱ ） 平 成 22 年 ４ 月 １ 日 か ら 入 札 公 告 日

ま で に 完 成 又 は 引 渡 し が 完 了 し た 工 事 の

う ち 、 新 設 建 築 工 事 を 施 工 し た 経 験 を 有

す る 者 で あ り 、 現 場 施 工 期 間 の １ ／ ２ 以

上 の 期 間 の 経 験 を 有 し て い る こ と （ 現 場

施 工 期 間 と は 契 約 工 期 の う ち 準 備 工 期 間

及 び 工 事 完 成 検 査 、 後 片 付 け 等 の み が 残

っ て い る 期 間 を 除 い た 期 間 を い う 。）。 た

だ し 、 工 事 成 績 の 評 定 点 が 65 点 未 満 の も
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の を 除 く こ と 。   

な お 、 工 事 成 績 の な い 工 事 に つ い て は 、

検 査 に 合 格 し て い る 証 明 を も っ て 65 点 以

上 の 工 事 と み な す も の と す る 。  

※  一 級 建 築 士 の 資 格 を 有 す る 者 、 ま た は

こ れ ら と 同 等 以 上 の 資 格 を 有 す る 者 と 国 土

交 通 大 臣 が 認 定 し た 者 。  

５ ） 維 持 管 理 に 当 た る 者 は 、 次 の 要 件 を 満 た

す こ と 。  

① 令 和 07 ・ 08 ・ 09 年 度 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ）

参 加 資 格 （ 全 省 庁 統 一 ） 審 査 に お い て 、 資

格 審 査 の 種 類 が 「 役 務 の 提 供 等」、営 業 品 目

が 「 建 物 管 理 等 各 種 保 守 管 理 」 の 「 Ａ 」 又

は 「 Ｂ 」 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る

こ と 。  

② 平 成 27 年 度 以 降 に 、 本 事 業 に お い て 設 置

予 定 宿 舎 と 同 等 以 上 の 規 模 （ 戸 数 ） の 共 同

住 宅 の 維 持 管 理 業 務 実 績 を １ 年 以 上 有 す る

者 で あ る こ と 。  

３  入 札 手 続 き 等 
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（ １ ） 入 札 説 明 書 等 の 公 表 、 場 所 

公 表 日 ： 令 和 ７ 年 ８ 月 29 日 （ 金 ）  

場 所 ： 中 国 四 国 防 衛 局 の ホ ー ム ペ ー ジ  

https://www.mod.go.jp/rdb/chushi/effort/aoyamasyukusy

a_ijikanri/  

（ ２ ） 入 札 説 明 書 等 に つ い て の 問 い 合 わ せ 先 

＜ 中 国 四 国 防 衛 局 総 務 部 契 約 課 ＞ 

住 所 ： 広 島 市 中 区 上 八 丁 堀 ６ － 30 広 島 合 同

庁 舎 第 ４ 号 館 ７ 階 

TEL ： 082 － 223 － 7232 、 082 － 223 － 7233  

Mail ： keiyaku-cs@ext.chushi.rdb.mod.go.jp  

（ ３ ） 入 札 参 加 資 格 の 確 認 （ 第 一 次 審 査 ） 等 

① 入 札 参 加 表 明 書 等 の 受 付 等 

入 札 参 加 希 望 者 は 、 本 入 札 に 参 加 す る こ と

を 表 明 し 、 第 ２ 項 に 掲 げ る 入 札 参 加 資 格 を 有

す る こ と を 証 明 す る た め 、 次 に 従 い 、 入 札 参

加 表 明 書 及 び 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 時 の 提 出

書 類 （ 以 下 「 第 一 次 審 査 資 料 」 と い う ｡ ) を

提 出 し 、 支 出 負 担 行 為 担 当 官 よ り 入 札 参 加 資

格 の 有 無 に つ い て 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な
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い 。  

② 提 出 期 間 

令 和 ７ 年 ８ 月 29 日 （ 金 ） か ら 同 年 10 月 ６ 日

（ 月 ） ま で （ 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 行 政 機 関 の 休 日 （ 以 下 「 行 政 機 関 の 休 日 」

と い う 。） を 除 く 。 ) の 毎 日 、 午 前 ９ 時 か ら 午

後 ５ 時 ま で 。 た だ し 、 正 午 か ら 午 後 １ 時 ま で

の 間 を 除 く 。  

③ 提 出 方 法 

上 記 ３ ( ２ ) へ 持 参 、 郵 送 （ 書 留 郵 便 に 限

る ｡ ) 又 は 託 送 （ 書 留 郵 便 と 同 等 の も の に 限

る 。）若 し く は 電 子 メ ー ル の い ず れ か に よ り 行

う こ と 。  

な お 、 電 子 メ ー ル で 提 出 す る 場 合 は 、 電 話

に よ り 着 信 を 確 認 す る こ と 。  

（ ４ ） 入 札 提 出 書 類 （ 二 次 審 査 資 料 ） の 提 出 

① 受 付 期 間 

令 和 ７ 年 10 月 22 日 （ 水 ） か ら 同 年 12 月 8 日

（ 月 ） ま で （ 行 政 機 関 の 休 日 を 除 く ｡ ) の 毎
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日 、 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で 。 た だ し 、 正

午 か ら 午 後 １ 時 ま で の 間 を 除 く こ と と し 、 最

終 日 は 正 午 ま で 。  

② 提 出 方 法 

上 記 ３ ( ２ ) へ 持 参 又 は 郵 送 （ 配 達 記 録 郵

便 又 は 書 留 郵 便 に 限 る ｡ ) に よ り 行 う こ と 。  

（ ５ ） 開 札 の 日 時 及 び 場 所 

① 開 札 日 時 ： 令 和 ７ 年 12 月 9 日 （ 火 ）  午 後

２ 時 30 分 

② 開 札 場 所 ： 広 島 合 同 庁 舎 会 議 室 

（ ６ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 

① 入 札 保 証 金 ： 免 除 す る 。  

② 契 約 保 証 金 ： 免 除 す る 。  

た だ し 、 選 定 事 業 者 は 、 設 計 及 び 建 設 工 事

の 履 行 を 確 保 す る た め 、 建 設 工 事 に 相 当 す る

金 額 （ 設 計 費 及 び 工 事 監 理 費 を 含 む。）の 10 分

の １ 以 上 に つ い て 、 支 出 負 担 行 為 担 当 官 中 国

四 国 防 衛 局 長   深 和  岳 人 ま た は 選 定 事 業 者

を 被 保 険 者 と す る 履 行 保 証 保 険 契 約 を 締 結 し 、

事 業 契 約 締 結 後 、 速 や か に 当 該 履 行 保 証 保 険
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契 約 に 係 る 保 険 証 券 を 契 約 担 当 官 等 に 提 出 す

る こ と 。  

履 行 保 証 保 険 の 有 効 期 間 は 、 設 計 及 び 建 設

期 間 と す る 。  

（ ７ ） 入 札 の 無 効 

次 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と す

る 。 無 効 の 入 札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と し た 場

合 に は 落 札 決 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

① 本 件 入 札 説 明 書 に 示 し た 入 札 参 加 者 に 必 要

な 要 件 の な い 者 の 入 札 

② 入 札 書 の 提 出 期 限 後 に 到 達 し た 入 札 

③ 契 約 担 当 官 等 が 提 出 を 求 め た 資 料 を 提 出 し

な い 者 、 虚 偽 の 記 載 又 は 不 備 の あ る 資 料 を 提

出 し た 者 の 入 札 

④ 委 任 状 を 提 出 し な い 代 理 人 の し た 入 札 

⑤ 入 札 参 加 者 名 を 欠 く 入 札 

⑥ 金 額 を 訂 正 し た 入 札 

⑦ 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 確 で あ

る 入 札 

⑧ 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札 
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⑨ 当 該 入 札 に つ い て 他 の 入 札 参 加 者 の 代 理 人

を 兼 ね 又 は ２ 人 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札 

⑩ ２ 通 以 上 の 入 札 書 を 提 出 又 は 入 札 函 に 投 入

し た 者 の 入 札 

⑪ そ の 他 入 札 説 明 書 等 に お い て 示 し た 条 件 に

違 反 し た 入 札 

（ ８ ） 落 札 者 の 決 定 

落 札 者 は 、 予 決 令 第 79 条 の 規 定 に 基 づ い て

作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で あ り 、

入 札 説 明 書 等 で 指 定 す る 性 能 等 の 要 求 水 準 を

全 て 満 た し て い る 提 案 を し た 入 札 者 の 中 か ら 、

入 札 説 明 書 等 で 定 め る 総 合 評 価 の 方 法 を も っ

て 落 札 者 を 決 定 す る 。  

４  そ の 他 

（ １ ） 契 約 書 作 成 の 要 否 

要 。  

（ ２ ） 入 札 及 び 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言

語 及 び 通 貨 

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  

（ ３ ） 関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口 
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上 記 ３ （ ２ ） に 同 じ 。  

（ ４ ） 競 争 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い な い 者 の

参 加 

上 記 ３ （ ３ ） に 示 す 防 衛 省 競 争 参 加 資 格 又

は 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 （ 全 省 庁 統

一 ） の 認 定 を 受 け て い な い 者 で あ っ て も 、 入

札 参 加 表 明 書 ・ 入 札 資 格 確 認 書 類 の 提 出 期 限

ま で に 登 録 申 請 を 行 い 、 開 札 の 時 に 条 件 を 満

た し て い れ ば 、 入 札 参 加 資 格 が あ る こ と を 確

認 す る も の と す る 。  

（ ５ ） そ の 他 

詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

５  Summary  

（ １ ） Official in charge of disbursement of the procuring 

entity ： Gakuto Fukawa, Director General, Chugoku-

Shikoku Defense Bureau, MOD  

（ ２ ） Classification of the services to be procured ：

41,42 

（ ３ ） Subject matter of the contract ： PFI-based design, 

construction and operation of government official 
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housings (BTO-scheme)  

（ ４ ） Time-limit for the submission of application forms 

and relevant documents for the qualification ： October 

6, 2025, 5:00pm  

（ ５ ） Time limit for the submission of tenders ：

December 8, 2025, 12:00pm  

（ ６ ） Contact point for tender documentation ：

Contract Division, Administration Department, 

Chugoku-Shikoku Defense Bureau, 6-30, 

Kamihatchobori, Naka-ku, Hiroshima-city, Hiroshima, 

Japan, 730-0012  TEL:082-223-7233  


